
職長のためのリスクアセスメント教育開催のご案内 

平成１８年４月より労働安全衛生法の改正により、建設事業者は危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメン

ト）を実施し、その結果に基づいて検討した災害防止対策を実施して、労働災害を未然に防止することが努力義務

事項となりました。 

 そして厚生労働省労働基準局長通達で示された指針により、リスクアセスメントの実施は、作業内容に詳しい職

長等に行わせることとされ、リスクアセスメントに関する科目が職長等の教育に新たに導入されました。 

当建災防静岡県支部では、平成１８年４月よりリスクアセスメント教育を盛り込んだ新しい『職長・安全衛生責

任者教育』を始めております。 

今般平成１８年３月までに職長・安全衛生責任者教育を修了された職長等に対してもこのリスクアセスメントを

支障なく実施していただくため、『職長のためのリスクアセスメント教育』を下記要領にて開催することと致しまし

た。 

 是非多数の方が受講されますようご案内申し上げます。 

記 

１ 講習開催日  別に定める日程による。 

   （当講習会は６時間過程です。試験等はありません。座学のみ） 

２ 会 場  別に定める会場による。 

３ 講 習 内 容  ・職長・安全衛生責任者の役割とリスクアセスメント （０.５時間） 

   ・リスクアセスメント実施の手順 （１.０時間） 

   ・作業手順書の作成とリスクアセスメント （０.５時間） 

   ・危険予知活動（現地ＫＹ）とリスクアセスメントの方法 （１.５時間） 

   ・演習 １ 作業手順所とリスクアセスメント （２.５時間） 

    ２ 災害事例研究とリスクアセスメント  

４ 受 講 料  ９，０００円（テキスト代・昼食代を含む） 

５ 受講対象者  ・平成１８年３月３１日までに「職長・安全衛生責任者教育」を修了した者 

   ・平成１８年３月３１までに「職長教育」を修了した者 

６ 定 員  ５０名 但し、定員になり次第締め切ります。 

７ 申込み方法 
 

①受講申込みは、別紙の申込書に必要事項を記入して、受講料を添えて、事務局へお申

し込みください。 

 中央三井信託銀行 静岡支店 普通預金 No.７５１９９０１ 名義人 建災防静岡県支部 

 静 岡 銀 行 呉服町支店    普通預金 No.１０９５３７４ 名義人 建災防静岡県支部 

   ②ＦＡＸでの申し込みは出来ませんので、ご了解下さい。 

   
③定員の都合により希望日に受講できない場合があります。また、受講希望者が少ない

場合には、講習を開催できない場合もありますので、予めご承知ください。 

   

④やむを得ない理由により、受講できなくなった場合には、指定受講日の 10 日前までに

申し出てください。以後の取り消しについては、受講料の返還は出来ませんので、ご

了承ください。 

８ テ キ ス ト  講習当日、会場でお渡しします。 

９ 持 ち 物  受講票、筆記用具 

１０ そ の 他  ①遅刻、早退等により規定の時間数を受講しない場合は、修了証は交付いたしません。 

   ②修了証は、全課程の修了者には、教育の修了時に修了証を交付します。 

１２ 問い合せ先  建設業労働災害防止協会静岡県支部 

  〒４２０－０８５７ 静岡市葵区御幸町９－９（静岡県建設業会館２Ｆ） 

  電話０５４－２５５－１０８０ ＦＡＸ ０５４－２７２－６０３４ 

 


